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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水上スポーツ用具用のフィンのベース部分を受け取るために構成された第１開放キャビ
ティを有したフィンプラグであって、このフィンプラグを有する水上スポーツ用具に前記
水上スポーツ用具用のフィンを固定する固定構造において、
　弾性バイアス作用ロッドおよびこのバイアス作用ロッドと連動する突出部材を有してお
り、前記フィンの前記ベース部分が、前記第１開放キャビティに受け取られたときに作動
する構成の前記突出部材を含む前記固定構造であり、前記バイアス作用ロッドおよび前記
突出部材が、前記第１開放キャビティから前記フィンの抜け出ることを抑制することを特
徴とする水上スポーツ用具用のフィンを固定する固定構造。
【請求項２】
　前記バイアス作用ロッドを前記第１開放キャビティに隣接して設けた請求項１に記載の
固定構造。
【請求項３】
　前記バイアス作用ロッドが、前記フィンの前記ベース部分の側面に対して実質的に平行
に延在する請求項１または２に記載の固定構造。
【請求項４】
　前記突出部材が、前記フィンの前記ベース部分の前記側面に当接する請求項３に記載の
固定構造。
【請求項５】
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　前記フィンの前記ベース部分の前記側面が傾斜面部を有し、この傾斜面部が前記突出部
材と連動し、前記第１開放キャビティ内に内向き及び横向きの少なくともいずれかの向き
に働く力を前記バイアス作用ロッドの作用で前記ベース部分に加える請求項３または請求
項４に記載の固定構造。
【請求項６】
　前方領域および後方領域を有し、フィンの抜け出しを抑制する抑制補助手段およびフィ
ン係合手段をその前方領域に設けるか、あるいは、その抑制補助手段又はそのフィン係合
手段をその前方領域に設ける請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の固定構造。
【請求項７】
　前記突出部材を前記後方領域に設けた請求項６に記載の固定構造。
【請求項８】
　前記フィン係合手段が前記フィンの一部分に乗り上げる棚部分を有し、前記フィンの前
記ベース部分が前記第１開放キャビティ内の受け取られた時に前記フィンが動くことを抑
制する請求項６または請求項７に記載の固定構造。
【請求項９】
　前記突出部材が、前記バイアス作用ロッドの周囲に設けられたリング状部材であり且つ
前記バイアス作用ロッドの周囲で回転する前記突出部材であり、あるいは、前記バイアス
作用ロッドの周囲に設けられたリング状部材であり又は前記バイアス作用ロッドの周囲で
回転する前記突出部材である請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の固定構造。
　
【請求項１０】
　前記リング状部材が２つの側面間に延在する円周外面を有し、この円周外面がこれら２
つの側面間に凸形状を有する請求項９に記載の固定構造。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の前記フィンプラグの前記第１開放キャ
ビティ内に受け取られるベース部分を有することを特徴する水上スポーツ用具用のフィン
。
【請求項１２】
　前記ベース部分が側面を有し、この側面が前記フィンプラグで弾性的に突出部材に当接
する請求項１１に記載の水上スポーツ用具用のフィン。
【請求項１３】
　前記側面が傾斜面部を有し、この傾斜面部が前記突出部材と連動し、前記第１開放キャ
ビティ内に、内向き及び横向きの少なくともいずれかの向きに働く力を前記フィンプラグ
の前記バイアス作用ロッドの作用で前記水上スポーツ用具用のフィンの前記ベース部分に
加える請求項１２に記載の水上スポーツ用具用のフィン。
【請求項１４】
　前記傾斜面部と前記突出部材の相互作用が、前記フィンと前記フィンプラグの両方でス
ナップロックを起こす請求項１２または請求項１３に記載の水上スポーツ用具用のフィン
。
【請求項１５】
　前記傾斜面部が前記フィンの側面に位置し、前記フィンの前記側面に内向き及び横向き
の少なくともいずれかの向きに働く力を加えることで、前記バイアス作用ロッドが湾曲す
る請求項１２乃至請求項１４のいずれか１項に記載の水上スポーツ用具用のフィン。
【請求項１６】
　前記フィンの一部分が前記フィンプラグの前記棚部分の下に入り込み、前記フィンの前
記ベース部分が前記第１開放キャビティ内に受け取られた時に前記フィンの動きを抑制す
る請求項１１乃至請求項１５のいずれか１項に記載の水上スポーツ用具用のフィン。
【請求項１７】
　前記ベース部分が第１タブおよび第２タブを有し、前記フィンプラグが第１開放キャビ
ティおよび第２開放キャビティを有し、この第２開放キャビティにフィン係合手段の前記
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棚部分を含み、この第１タブが前記第１開放キャビティ内に受け取られ、かつこの第２タ
ブが前記第２開放キャビティ内に受け取られる請求項１６に記載の水上スポーツ用具用の
フィン。
【請求項１８】
　前記側面が溝付き部分を有し、前記溝付き部分の少なくとも一部が前記傾斜面部になる
請求項１２乃至請求項１７のいずれか１項に記載の水上スポーツ用具用のフィン。
【請求項１９】
　前記ベース部分が前側タブおよび後側タブの２つのタブを有し、
　前記前側タブのその先端部にはフィンプラグの棚部分に取り付ける部分を設け、前記後
側タブがフィンプラグキャビティの側面にある突出部材で着脱可能に保持されると共に、
その突出部材との相互作用を得る形状構造を前記後側タブの側面位置に設けた請求項１１
に記載の水上スポーツ用具フィン。
【請求項２０】
　前記突出部材が球根状部分を有し、この球根状部分が前記フィンのベース部分に係合す
る構造である請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の固定構造。
【請求項２１】
　前記球根状部分は前記バイアス作用ロッドの周りに形成される車輪状部材の一部を構成
し、この車輪状部材は、前記ベース部分の装着時、あるいは取り外し時に前記フィンの前
記ベース部分に係合するさいに前記バイアス作用ロッドの周りで回転できる構造であり、
前記フィンの前記ベース部分が前記フィンプラグに装着された時に前記ベース部分を前記
第１開放キャビティ内に保持する請求項２０に記載の固定構造。
【請求項２２】
　前記突出部材および前記フィンの前記ベース部分を共にスナップロックする請求項１乃
至請求項１０あるいは請求項２０乃至請求項２１のいずれか１項に記載の固定構造。
【請求項２３】
　前記フィンの前記ベース部分が前記第１開放キャビティ内で受け取られる時、前記バイ
アス作用ロッドが湾曲するように形状を成して構成される請求項１乃至請求項１０あるい
は請求項２０乃至請求項２２のいずれか１項に記載の固定構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサーフボードなどの水上スポーツ用具に装着して、フィンをこの水上スポーツ
用具に着脱可能に取り付けるフィンプラグに関する。
【０００２】
　また、本発明は上記フィンプラグに着脱自在に取り付けられるフィンなどにも関する。
【背景技術】
【０００３】
　サーフボードなどの水上スポーツ用具、特に水上をトラバースするか、あるいは波に乗
るさいに使用者が立つか、ひざまずくか、あるいは座る水上スポーツ用具の場合、水上ス
ポーツ用具のテール端部のほぼ近くにおいて水上スポーツ用具の下側に少なくとも一つの
フィンを有する。このようなフィンは多数の機能を行うもので、例えば水上スポーツ用具
を目的の方向に走行させる機能、水上スポーツ用具の方向変換を容易にする機能、水上ス
ポーツ用具が横にスリップすることを防止する機能、例えば波乗り時に水上スポーツ用具
の運動全体の制御を確保する機能がある。
【０００４】
　以下サーフボードを中心にして説明するが、以下の説明は他のフィンを備える他の水上
スポーツ用具（およびサーフクラフト）例えばセールボード、パドルボード、救助ボード
、サーフスキー、カヤックなどに等しく適用可能であることはいうまでもない。
【０００５】
　一部のサーフボードの場合サーフボードの下側にフィンを一体的に取り付けている。歴
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史的には、多くのサーフボードはこのような一体型フィンを備えている。これら一体型フ
ィンは一般に“ガラスで囲む”ものであり、換言すればこれらがファイバー強化樹脂によ
ってサーフボードの一部として形成されていることを意味する。このような“ガラスで囲
まれた”フィンを形成することはきわめて労働集約的であり、次に行うボードのサンド掛
け処理および仕上げ処理をより難しくする。
【０００６】
　過去２０年程位から、着脱式フィンを始めとするフィンシステムをサーフボードに組み
込むことがより常識的になってきている。これらフィンシステムには多くのメリットがあ
り、例えば移動時フィンを取り外すことができ、損傷したフィンの交換が容易になり、ま
たは異なる形状や異なるスタイルのフィンを選択的に使用できる。これらフィンシステム
の典型例の場合、少なくとも一つのフィンプラグをサーフボードの下側に埋設し、これに
少なくとも一つのサーフボードフィンを受け取る。このような各フィンプラグの場合一般
的に開放キャビティを有し、ここにサーフボードフィンのベース部分（またはベース要素
）を受け取る。このように構成すると、フィンの対応するベース部分（またはベース要素
）をフィンプラグ（複数の場合もある）のキャビティ（複数の場合もある）に挿入するこ
とによってフィンを着脱自在にサーフボードに取り付けることができる。このような構成
をもつフィンシステムは多数知られている。
【０００７】
　一つの公知のよく利用されているフィンシステムはＵＳ５，４６４，３６９（Ｆｉｎ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ社）に記載されている。このシステム
の場合、フィンを有し、各フィンが２つの突出ベース要素（またはタブ）を有し、かつフ
ィンごとに、２つのフィンプラグをサーブボードの下側に取り付ける。フィンプラグそれ
ぞれはベース要素の一つを受け取るキャビティをもつ。また、各フィンプラグはベース要
素をフィンプラグのキャビティ内に固定するグラブネジ（ｇｒｕｂ　ｓｃｒｅｗ）を有す
る。
【０００８】
　上記ＵＳ５，４６４，３６９のフィンシステムは人気が高く、フィンをきわめて安全に
サーフボードに固定でき、同時に望む時にフィンをサーフボードから簡単に外すことがで
きるため、広く利用されているが、上記システムの一つの欠点はフィンをフィンプラグに
装着し、かつフィンをフィンプラグから取り外すさいにやや時間がかかる上に、各フィン
のベース要素を望む時に固定または解除するためにはグラブネジを各キャビティにねじ込
むか、抜き出す必要があるため、工具（アレンキーなど）を使用する必要がある。
【０００９】
　上記と同様に機能する別なフィンプラグは、ＰＣＴ/ＡＵ/２００８/００１１３２（名
義人は上記と同じＦｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ社）に記載
されているフィンプラグ装置である。ＰＣＴ/ＡＵ/２００８/００１１３２に記載されて
いるフィンプラグは２つの開放キャビティを有し、ここにサーフボードフィンの対応する
ベース要素を受け取る。これらベース要素は、（キャビティにねじ込むことができ、また
キャビティから抜き出すことができる）グラブネジによって固定または解除することがで
きる。このような各グラブネジをフィンのベース要素の側部に横方向に押しつけてこれを
所定位置に固定する。
【００１０】
　他のフィンシステムも公知であり、一つのフィンプラグを有し、サーフボードフィン毎
に一つのキャビティを有する。このようなフィンシステムの代表例では、十分な大きさの
フィンプラグを有し、細長いフィンキャビティにフィンのベース要素（複数の場合もある
）を受け取る。このようなフィンシステムの場合、同様に、上記のグラブネジなどのグラ
ブネジによって各フィンをサーフボードに固定する（即ちフィンのベース要素をフィンプ
ラグのキャビティ内に固定する）。
【００１１】
　迅速かつ容易な上に安全に、そして好ましくは工具を使用する必要なく、サーフボード
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フィンをサーフボードの下側に着脱自在に装着できるサーフボードフィンプラグが現在求
められている。
【００１２】
　本発明は、従来のフィンプラグの上記問題の少なくともいくつかを解決することに関す
る。具体的には、本発明はサーフボードフィンを受け取るフィンプラグであって、このフ
ィンを容易かつ迅速にサーフボードに装着でき、またこれから取り外すことができるフィ
ンプラグに関する。より具体的には、本発明はサーフボードフィンを受け取るフィンプラ
グであって、このフィンを容易かつ迅速に、そして工具を使用する必要なくサーフボード
に装着でき、またこれから取り外すことができるフィンプラグに関する。
【００１３】
　さらに具体的には、本発明は工具を使用する必要なく上記フィンプラグに容易かつ迅速
に装着でき、またこれから取り外すことができるフィンまたはその他のアイテムに関する
。
【００１４】
　本明細書において、従来技術に関する文献、行為またはアイテムについて言及あるいは
説明を行う場合、このような言及あるいは説明は、従来技術の文献、行為またはアイテム
が優先権主張日の時点で、
　ａ）従来技術常識の一部であることを、または
　ｂ）本明細書が対象とする任意の問題を解決する試みに対して適切であることを認める
ものではない。
【００１５】
　また同様に、特に反対の指摘がない限り、公知文献に対する言及は、本出願の優先権主
張日の時点で、本発明が対象とする分野の当業者にとって常識であることを認めるもので
はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】ＵＳ５，４６４，３６９
【特許文献２】ＰＣＴ/ＡＵ/２００８/００１１３２
【発明の概要】
【００１７】
　本発明の第１態様の場合、水上スポーツ用具（installation in a water craft）に装
着するフィンプラグであって、
　水上スポーツ用具フィンのベース部分を受け取る第１開放キャビティ、および
　弾性バイアス作用ロッドおよびこのバイアス作用ロッドと連動する突出部材を有し、こ
の突出部材が、上記の第１開放キャビティに受け取られたときに上記フィンの上記ベース
部分に当接し、
　上記バイアス作用ロッドおよび上記突出部材が上記フィンの上記ベース部分に力を加え
、上記フィンが上記の第１開放キャビティから抜け出すことを抑制するフィンプラグを提
供するものである。
【００１８】
　上記バイアス作用ロッドについては、第１開放キャビティに隣接して設けるのが好まし
い。このバイアス作用ロッドは、全体として上記フィンのベース部分の側面に対して実質
的に平行に延在する。上記バイアス作用ロッドの向きについても、水上スポーツ用具の面
に対して実質的に平行なのが好ましい。
【００１９】
　バイアス作用ロッドは任意の適当な材質から形成することができ、例えばチタン、鋼（
例えば海洋級鋼）、ファイバーグラス、カーボンファイバーまたは（強化エンジニアリン
グプラスチックを始めとする）プラスチックから形成することができる。このバイアス作
用ロッドについては、チタンから形成するのが特に好適である。
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【００２０】
　上記突出部材については、上記フィンのベース部分の側面に当接するのが好ましい。
【００２１】
　本発明のフィンプラグの場合、さらに横キャビティを有し、この横キャビティ内に上記
バイアス作用ロッドを設けるのが好ましい。例えば、この横キャビティは上記フィンプラ
グの一つの側に設けた横開口を有する。この横開口については、（少なくとも水上スポー
ツ用具に装着する前に）シール処理しておくのが好ましい。
【００２２】
　横キャビティおよび第１開放キャビティについては、内壁によって分離するのが好まし
い。この内壁が開口を形成した壁であり、上記突出部材の一部がこの内壁の開口を介して
上記の第１開放キャビティ内に突出するのが好ましい。
【００２３】
　別な実施態様では、突出部材を内壁に形成することができ、この突出部材がバイアス作
用ロッドと連動し、上記の第１キャビティに受け取られた時に上記フィンのベース部分に
当接する。
【００２４】
　特に好適な実施態様では、上記フィンのベース部分の側面が傾斜面部を有し、この傾斜
面部が突出部材と連動して、上記の第１開放キャビティ内に内側に働く力が上記バイアス
作用ロッドの影響を受け、上記ベース部分に加わる。
【００２５】
　フィンプラグは例えば前方領域と後方領域を有し、そして好ましくはこの前方領域にフ
ィンの抜け出しを抑制する手段を有する。突出部材については、この後方領域に設けるの
が好ましい。
【００２６】
　上記の付加的に設けるフィンが抜け出ることを抑制する手段については、フィン係合手
段を有するのが好ましい。このフィン係合手段の場合、棚（ｌｅｄｇｅ）部分を有し、こ
れが上記フィンのフィン部分に乗り上げ、上記フィンのベース部分が第１開放キャビティ
内に受け取られた時に上記フィンが動くことを抑制するのが好ましい。
【００２７】
　フィンプラグが第２開放キャビティを有するのが特に好ましい。この場合、第１開放キ
ャビティが上記フィンのベース部分の第１タブを受け取り、そして第２開放キャビティが
上記フィンのベース部分の第２タブを受け取る。
【００２８】
　第１開放キャビティを上記後方領域に設け、そして第２開放キャビティを上記フィンプ
ラグの上記前方領域に設けることが好ましい。
【００２９】
　ベース部分の傾斜面部を第１タブに設けるのが好ましい。
【００３０】
　上記棚部分については、上記第２開放キャビティ内に設けるのが好ましい。また、この
棚部分が上記第２開放キャビティの一端から延在する棚を有し、この棚と上記の第２開放
キャビティのベース部分との間に凹部を形成し、この凹部にフィン部分を受け取るのが好
ましい。
【００３１】
　従って、水上スポーツ用具フィンのフィン部分を上記フィンのベース部分の第２タブに
設けるのが好ましい。
【００３２】
　特に好適な実施態様では、突出部材が上記バイアス作用ロッドの周囲に設けられたリン
グ形状部材である。このリング形状部材が上記バイアス作用ロッドを中心にして回転する
のが好ましい。このリング形状部材については、円周外面が２つの側面間に延在し、この
円周外面がこれらの側面間において凸形状をもつのが好ましい。この凸形状のため、水上
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スポーツ用具フィンのベース部分または第１タブと係合した時にリング形状部材に加えら
れる荷重または力がリング形状部材全体に、より均一に分散する。
【００３３】
　リング形状部材については、例えば、耐久性のある非腐食性のポリマー/プラスチック
材から構成する（なお、多数の他の好適な材料も使用可能である）。リング形状部材に対
してはアセタールが特に好適な材料である。アセタールは、引っ張り強度が高く、機械加
工しやすく、また使用時に高い剛性を示す比較的硬いエンジニアリングプラスチックを指
す一般に広く採用されている用語である。
【００３４】
　フィンプラグはグラブネジを有し、このグラブネジは上記第１開放キャビティ内に延在
し、上記フィンのベース部分を第１開放キャビティ内に固定するようにしてもよい。上記
フィンプラグはさらに別なグラブネジを有し、このグラブネジは上記第２開放キャビティ
内に延在し、上記フィンのベース部分の第２タブを第２開放キャビティ内に固定するよう
にしてもよい。フィンプラグに一つかそれ以上のグラブネジを設けると、既存のフィンプ
ラグ内に受け取られる一部の既存水上スポーツ用具フィンも本発明のフィンプラグに受け
取られ、かつこれによって固定することができる作用効果が得られる。
【００３５】
　フィンプラグの第１開放キャビティおよび第２開放キャビティは、水上スポーツ用具フ
ィンの下面に当接する上面をもつブリッジ部分によって分離するのが好ましい。このブリ
ッジ部分によってフィンプラグの剛性および/または強度が強くなる。また、水上スポー
ツ用具フィンの下面に当接することによって、このブリッジ部分はフィンの下面が、水上
スポーツ用具および/またはフィンプラグの他の面に押し付けられることを防止すること
ができる（この押し付け作用により時間の経つうちにフィン、フィンプラグおよび/また
はサーフボードに一部損傷が発生することになる）。
【００３６】
　本発明のフィンプラグは、例えば、スタンドアップサーフボードなどのサーフボード内
に装着することができる。
【００３７】
　本発明の第２態様は、（上記した）本発明の第１態様に従ってフィンプラグの開放キャ
ビティ内に受け取られるベース部分を有する水上スポーツ用具フィンを提供するものであ
る。
【００３８】
　水上スポーツ用具フィンのベース部分については、上記フィンプラグの突出部材に当接
する側面を有するのが好ましい。上記側面については傾斜面部を有するのが好ましく、こ
の傾斜面部が突出部材と連動して、上記の第１開放キャビティ内に内側に働く力が上記フ
ィンプラグの上記バイアス作用ロッドの影響を受け、上記ベース部分に加わる。
【００３９】
　水上スポーツ用具フィンのベース部分については、さらに、このフィンプラグの棚部分
の下に位置するフィン部分を有し、このフィンのベース部分が第１開放キャビティ内に受
け取られた時に上記フィンの動きを抑制することが好ましい。
【００４０】
　水上スポーツ用具フィンのベース部分については、さらに、第１タブおよび第２タブを
有するのが好ましく、そしてフィンプラグが第１開放キャビティおよび第２開放キャビテ
ィを有するのが好ましく、第１タブがこの第１開放キャビティに受け取られ、そして第２
タブが上記第２開放キャビティに受け取られる。
【００４１】
　水上スポーツ用具フィンのベース部分の上記傾斜面部は上記第１タブに設けるのが好ま
しい。
【００４２】
　さらに、水上スポーツ用具フィンのベース部分のフィン部は上記第２タブに設けるのが
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好ましい。
【００４３】
　水上スポーツ用具フィンは、フィンプラグのブリッジ部の上面に当接する下面を有する
のが好ましい。
【００４４】
　上記水上スポーツ用具フィンは、例えば、サーフボードに使用することができる。
【００４５】
　本発明の第３態様は、上記のフィンプラグおよび上記のスポーツ用具フィンを備え、サ
ーフボードに適用できるフィンプラグ/水上スポーツ用具フィンキットを提供するもので
ある。
【００４６】
　本発明の第４態様は、（上記の）本発明の第１態様のフィンプラグの開放キャビティ内
に受け取られるベース部分を有する水上スポーツ用具アタッチメント装置を提供するもの
である。
【００４７】
　水上スポーツ用具アタッチメント装置のベース部分については、上記フィンプラグの突
出部材に当接する側面を有するのが好ましい。この側面が傾斜面部を有するのが好ましく
、この傾斜面部が（フィンプラグの）突出部材と連動して、上記の第１開放キャビティ内
に内側に働く力が上記フィンプラグのバイアス作用ロッドの影響を受け、上記ベース部分
に加わる。
【００４８】
　水上スポーツ用具アタッチメント装置のベース部分については、さらに、上記フィンプ
ラグの棚部分の下に位置するノーズ部を有するのが好ましく、上記アタッチメント装置の
ベース部分が第１開放キャビティ内に受け取られた時に上記水上スポーツ用具アタッチメ
ント装置の動きを抑制する。
【００４９】
　水上スポーツ用具アタッチメント装置のベース部分が第１タブおよび第２タブを有する
のが好ましく、またフィンプラグが第１開放キャビティおよび第２開放キャビティを有す
るのが好ましい。この第１タブが上記第１開放キャビティ内に受け取られ、そして第２タ
ブが上記第２開放キャビティ内に受け取られる。
【００５０】
　水上スポーツ用具アタッチメント装置のベース部分の傾斜面部については、上記第１タ
ブに設けるのが好ましい。
【００５１】
　水上スポーツ用具アタッチメント装置のベース部分のノーズ部については、さらに、上
記第２タブに設けるのが好ましい。
【００５２】
　特に好適な実施態様では、水上スポーツ用具アタッチメント装置がこのアタッチメント
装置を支持構造体に接続する支持接続要素を有する。この支持接続要素は水上スポーツ用
具アタッチメント装置を支持ロッド（例えば水平支持ロッド）に接続するフック要素を有
することができる。フック要素などの支持接続要素については、アタッチメント装置の中
間部によって水上スポーツ用具アタッチメント装置のベース部分から分離するのが好まし
い。
【００５３】
　本発明のこの態様のさらに特に好適な実施態様では、フック要素は第１タブおよび第２
タブに対して直角な面内に位置する。
【００５４】
　水上スポーツ用具アタッチメント装置が、フィンプラグのブリッジ部の上面に当接する
下面を有するのが好ましい。
【００５５】
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　上記の水上スポーツ用具アタッチメント装置は、例えば、サーフボードに適用すること
ができる。
【００５６】
　本発明の第４態様の上記の好適な実施態様の場合、フック要素を有する水上スポーツ用
具アタッチメント装置をサーフボード（または他の水上スポーツ用具）に装着でき、従っ
てこのサーフボード（または他の水上スポーツ用具）を支持ロッド（例えば水平支持ロッ
ド）から吊り下げることが可能になる。上記の好適な実施態様では、フック要素が第１タ
ブおよび第２タブに対して直角な面内に位置するため、多数のサーフボードをサンドイッ
チ形態で支持ロッドから吊り下げることができ、これによってより多くのサーフボードを
支持ロッドに保管することができる。
【００５７】
　以上の説明から理解できるように、（そして以下に詳しく説明し、かつ添付図面に図示
するように）、上記の水上スポーツ用具フィンまたは他の水上スポーツ用具アタッチメン
ト装置は、上記のようにフィンプラグに容易に装着できる。
【００５８】
　水上スポーツ用具フィンの場合、フィンのベース部分をフィンプラグの第１開放キャビ
ティ内に挿入することによってこの装着操作を行う。具体的には、フィンの前方部分（例
えばフィン部）をフィンプラグのフィン係合手段に係合してから、フィンの後方部分を回
転させて、フィンプラグの方にダウンさせる。このため、フィンのベース部分が対応する
開放キャビティに延在し、このベース部分が上記キャビティに突出する突出部材に当接す
る。
【００５９】
　（上記の）フック要素などの他の水上スポーツ用具アタッチメント装置の場合、このア
タッチメント装置のベース部分をフィンプラグの第１開放キャビティ内に挿入することに
よってこの装着操作を行う。具体的には、アタッチメント装置の前方部分（例えば水上ス
ポーツ用具アタッチメント装置のベース部分のノーズ部）をフィンプラグのフィン係合手
段に係合してから、アタッチメント装置の後方部分を回転させて、フィンプラグの方にダ
ウンさせる。このため、アタッチメント装置のベース部分が対応する開放キャビティに延
在し、このベース部分が上記キャビティに突出する突出部材に当接する。
【００６０】
　また、本発明は水上スポーツ用具の第１フィン部分を保持する装置であって、キャビテ
ィ壁を有する第１キャビティ、およびこのキャビティ壁の細長い側面に少なくとも部分的
に沿って設けられ、延在部分を有する細長い弾性部材を有し、この延在部分が上記弾性部
材から上記キャビティ壁の細長い側部の凹部を通って延在し、第１フィン部分が第１キャ
ビティに挿入できる形状を取るため、細長い弾性部材および延在部分の一方が、あるいは
両方が第１フィン部分に力を加えて、第１フィン部分を第１キャビティ内に保持する装置
を提供するものである。
【００６１】
　上記の細長い弾性部材としては弾性ロッドを使用でき、上記延在部分が球根状部分であ
り、この球根状部分が第１フィン部分に係合できる形状になっている。
【００６２】
　上記の球根状部分は細長いロッドの周りに形成される車輪状部材の一部を構成でき、こ
の車輪状部材は、フィン部分/第１フィン部分の装着時、あるいは取り外し時第１フィン
部分に係合するさいにロッドを中心にして回転できる形状を取り、フィン部分/第１フィ
ン部分が一旦装着されると、第１フィン部分を第１キャビティ内に保持する。
【００６３】
　第１フィン部分は側部フィン面において溝付き部分（または傾斜部分）を有し、この溝
付き部分（または傾斜部分）は延在部分に係合する形状を取る。
【００６４】
　上記の車輪状部材の表面は、溝付き部分内に（または傾斜部分に対して）着座する形状
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を取る。
【００６５】
　本発明装置は第２キャビティを備えることができ、この第２キャビティは突出部を有し
、この突出部が第２フィン部分の対応する凹部によって受け取られ、第２フィン部分を第
２キャビティ内に保持する。
【００６６】
　突出部および凹部のいずれか一方または両方、および延在部分および第１フィン部分が
スナップロックする。
【００６７】
　第１キャビティおよび第２キャビティが一つの細長いキャビティを構成する。
【００６８】
　第１キャビティおよび第２キャビティによって、装置内に２つの異なるキャビティが形
成する。
【００６９】
　第１フィン部分および第２フィン部分がそれぞれ第１タブおよび第２タブになり、これ
ら第１タブおよび第２タブがフィンのベース部分から突出する。
【００７０】
　本発明装置は、実質的に数字の８の形になるように形成できる。
【００７１】
　第１キャビティは数字の８の第１端部内に形成でき、また第２キャビティは数字の８の
第２端部内に形成できる。
【００７２】
　本発明装置は水上スポーツ用具に一体化できる。あるいは独立製品としてもよく、水上
スポーツ用具製造時にこの内部に装着できる。
【００７３】
　従って、本発明装置は別体装置として水上スポーツ用具に挿入できる。
【００７４】
　本発明は装置/フィン体でもある。この装置は本明細書において説明する装置またはフ
ィンプラグであり、フィンを保持するように構成する。
【００７５】
　本発明は、本明細書で説明する水上スポーツ用具フィンを備えたフィンプラグのキャビ
ティ内に受け取られる間隙充填材を提供するものである。
【００７６】
　本発明は、本明細書で説明するフィンプラグのキャビティ内に受け取られるプラグ完全
充填材を提供するものである。
【００７７】
　本発明は、水上スポーツ用具のフィンプラグに装着する間隙充填材であって、フィンプ
ラグのフィン係合手段に係合する前面（front surface profile adapted）、フィンのフ
ロントタブに係合する後面、外面および少なくとも一部が変形性を示す材質を有する間隙
充填材を提供するものである。
【００７８】
　本発明は、水上スポーツ用具のフィンプラグに装着するプラグ完全充填材であって、外
面、少なくとも一つの垂直部材および少なくとも一部が変形性を示す材質を有するプラグ
完全充填材を提供するものである。
【００７９】
　本発明は、実質的に図３０Ａ～図３２Ｅの任意の一つの図面を参照して説明した間隙充
填材を提供するものである。
【００８０】
　本発明は、実質的に図３３Ａ～図３５Ｃの任意の一つの図面を参照して説明したプラグ
完全充填材を提供するものである。
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【００８１】
　なお、本明細書に記載する特徴は本発明装置にそれぞれ独立して、あるいは異なる組み
合わせで利用することができる。
【００８２】
　以下、本発明の第１態様に従って構成した装置/フィンプラグを好適な実施態様につい
て添付図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１Ａ－１Ｂ】は、フィン/フィンプラグ体の一例を示す斜視図（展開図）である。図
１Ｂでは接線エッジを点線で示す。
【図２Ａ】中心フィン/フィンプラグ体を示す側横断面図である。
【図２Ｂ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す斜視図である。
【図２Ｃ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す横断正面図である。
【図２Ｄ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す側面図である。
【図２Ｅ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す正面図である。
【図２Ｆ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す背面図である。
【図２Ｇ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す下面斜視図である。
【図２Ｈ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体の上面図である。
【図２Ｉ】図２Ａに示すフィン/フィンプラグ体の底面図である。
【図３Ａ】フィンを本発明装置に挿入した状態にある、図２Ａのフィン/フィンプラグ体
を示す側横断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す上面斜視図である。
【図３Ｃ】図３Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す正面横断面図である。
【図４Ａ】フィン/フィンプラグ体の一実施例の右側を示す側横断面図である。
【図４Ｂ】図４Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す背面図である。
【図４Ｃ】図４ＢのＣ－Ｃ線にそって断面化した図４Ｂのフィン/フィンプラグ体を示す
正面横断面図である。
【図４Ｄ】図４Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す側面図である。
【図４Ｅ】図４Ａに示すフィン/フィンプラグ体を示す底面斜視図である。
【図４Ｆ】フィンが本発明装置によって受け取られた状態にある、図４Ａのフィン/フィ
ンプラグ体を示す横断側面図である。
【図４Ｇ】図４Ｆのフィン/フィンプラグ体を示す上面斜視図である。
【図５Ａ】フィン/フィンプラグ体の一実施例の左側を示す側横断面図である。
【図５Ｂ】図５Ａに示すフィン/フィンプラグ体の背面図である。
【図５Ｃ】図５Ａのフィン/フィンプラグ体を示す横断正面図である。
【図５Ｄ】図５Ａのフィン/フィンプラグ体を示す側面図である。
【図５Ｅ】図５Ａのフィン/フィンプラグ体を示す底面斜視図である。
【図５Ｆ】フィンが本発明装置によって受け取られた状態にある、図５Ａのフィン/フィ
ンプラグ体を示す横断側面図である。
【図５Ｇ】図５Ｆのフィン/フィンプラグ体を示す上面斜視図である。
【図６Ａ】本発明装置即ちフィンプラグの一実施例を示す上面斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す別な上面斜視図である。
【図６Ｃ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す下面斜視図である。
【図６Ｄ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す別な下面斜視図である。
【図６Ｅ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す上面正面図である。
【図６Ｆ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す下面正面図である。
【図６Ｇ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す側面図である。
【図６Ｈ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す別な側面図である。
【図６Ｉ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す後端部正面図である。
【図６Ｊ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す前端部正面図である。
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【図６Ｋ】Ａ－Ａ線に沿って断面化した図６Ｈの装置即ちフィンプラグを示す横断面図で
ある。
【図６Ｌ】Ｂ－Ｂ線に沿って断面化した図６Ｉの装置即ちフィンプラグを示す横断面図で
ある。
【図６Ｍ】Ｃ－Ｃ線に沿って断面化した図６Ｊの装置即ちフィンプラグを示す横断面図で
ある。
【図６Ｎ】横キャビティに対してキャップ６０のない状態の、図６Ａの装置即ちフィンプ
ラグを示す上面斜視図である。
【図６Ｏ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す展開図である。
【図６Ｐ】図６Ａの装置即ちフィンプラグを示す別な展開図である。
【図７Ａ】右側装置即ちフィンプラグの一実施例を示す上面斜視図である。
【図７Ｂ】図７Ａの装置即ちフィンプラグを示す正面横断面図である。
【図７Ｃ】図７Ａの装置即ちフィンプラグを示す上面横断面図である。
【図７Ｄ】図７Ａの装置即ちフィンプラグを示す側面横断面図である。
【図８Ａ】左側装置即ちフィンプラグの一実施例を示す上面斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ａの装置即ちフィンプラグを示す正面横断面図である。
【図８Ｃ】図８Ａの装置即ちフィンプラグを示す上面横断面図である。
【図８Ｄ】図８Ａの装置即ちフィンプラグを示す側面横断面図である。
【図９Ａ】本発明装置即ちフィンプラグに使用できるフィンの一実施例を示す側面図であ
る。
【図９Ｂ】図９Ａのフィンを示す上面斜視図である。
【図９Ｃ】図９Ａのフィンを示す底面斜視図である。
【図９Ｄ】図９Ａのフィンを示す正面図である。
【図９Ｅ】図９Ａのフィンを示す背面図である。
【図９Ｆ】図９Ａのフィンを示す横断面図である。
【図９Ｇ】図９Ａのフィンを示す上面図である。
【図９Ｈ】図９Ａのフィンを示す底面図である。
【図１０Ａ】本発明装置即ちフィンプラグに使用できるライトフィン（right-side fin）
の一実施例を示す側面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａのフィンを示す横断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ａのフィンを示す背面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ａのフィンを示す上面斜視図である。
【図１１Ａ】本発明装置即ちフィンプラグに使用できるレフトフィン（left-side fin）
の一実施例を示す側面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａのフィンを示す横断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ａのフィンを示す背面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ａのフィンを示す上面斜視図である。
【図１２Ａ－２７Ｂ】本発明の装置/フィンプラグの第２キャビティ内に第２フィン部分
を固定する固定/係合手段の実施例を示す図である。
【図２８Ａ－２８Ｃ】本発明の装置/フィンプラグに使用するアダプターの実施例を示す
図である。
【図２９Ａ－２９Ｈ】本発明の第４態様の好適な実施態様に従ってフック要素を有する水
上スポーツ用具アタッチメント装置の後部（２９Ａ）、左側（２９Ｂ）、前部（２９Ｃ）
、右側（２９Ｄ）、等角前部（２９Ｅ）、等角後部（２９Ｆ）、上部（２９Ｇ）および底
部（２９Ｈ）をそれぞれ示す図である。
【図３０Ａ－３１Ｉ】本発明の第５態様における図１Ａのフィンプラグの間隙充填材（の
後部、側部、前部、上部、底面および対応する部分の斜視図を含む）を示す図である。
【図３２Ａ－３２Ｅ】図３０Ａ～図３０Ｉの間隙充填材をどのようにフィンプラグに充填
するかを説明する図である。
【図３３Ａ－３４Ｉ】本発明の第５態様における図１Ａのフィンプラグのプラグ完全充填
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材（の後部、側部、前部、上部、底面および対応する部分の斜視図を含む）を示す図であ
る。
【図３５Ａ－３５Ｃ】図３３Ａ～図３４Ｉのプラグ完全充填材をフィンプラグにどのよう
に充填するかを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００８４】
　本発明の装置即ちフィンプラグ１０の一実施例を図１Ａおよび図１Ｂに示す。
【００８５】
　この具体的な実施例では、装置１０はサーフボードなど（図示省略）の水上スポーツ用
具の第１フィン部分１５を保持するために使用する。この装置１０については、水上スポ
ーツ用具と一体化するか、あるいは水上スポーツ用具に挿入できるように形成する。
【００８６】
　図１Ａおよび図１Ｂに示すように、装置１０にはキャビティ壁２５（およびさらに後記
するもの）を有する第１キャビティ２０を形成できる。また、装置１０は細長い弾性部材
３０を有する。この部材３０はキャビティ壁２５の細長い側部に沿って少なくとも部分的
に設けることができる。図１に示すように、細長い弾性部材３０には延在部分３５を形成
でき、この延在部分３５は弾性部材３０からキャビティ壁２５の細長い側部の凹部４０ま
たは開口内に延在する。
【００８７】
　従って、第１フィン部分１５を第１キャビティ２０に挿入すると、細長い弾性部材３０
および延在部分３５の一方または両方によって第１フィン部分１５に力が作用し、第１フ
ィン部分１５を第１キャビティ２０内に保持できる。
【００８８】
　このように、一つの具体的な実施例では、細長い弾性部材３０としては弾性ロッドまた
はピンを使用することができ、延在部分３５に球根状部分（bulbous portion）４５を形
成できる。この球根状部分４５については、第１フィン部分１５に係合する形状に構成す
る。さらに別な実施例では、この球根状部分４５によって細長いロッド３０の周囲に形成
した車輪状部材（wheel-like member）の一部を構成してもよい。この車輪状部材３５に
ついては、第１フィン部分１５への係合時にロッド３０の周りで回転し、第１フィン部分
１５を第１キャビティ２０内に保持するように構成する。
【００８９】
　図１Ａおよび図１Ｂに示すように、例えば、ロッド３０はピンなどで構成することがで
き、このピンはバネとして作用し、従って車輪状部材３５がバレルとして作用するため、
フィン５０を所定位置に保持することができる。従って、装置１０については、フィンお
よびピンを所定位置に保持できるボックスとして構成できる。また図１に示すように、ロ
ッド３０をいったん装置１０に挿入した後は、挿入部をエンドプラグ５５などによってシ
ール処理できる。このプラグ５５があるため、ロッド３０が装置１０から外れることはな
い。
【００９０】
　さらに、図１Ａおよび図１Ｂに示すように、装置１０には一つかそれ以上のキャップ５
５、５７、６０を設けることができ、延在部分３５を装置１０にシール処理できる。一つ
の具体的な実施例では、エンドキャップ５５は例えば水密機能をもち、ロッド３０および
延在部分３５の両者を装置内に保持できる。サイドキャップ５７は適宜設けるもので、サ
イドキャップ５７をシールする開口を使用しなくてもロッド３０および延在部分３５を装
着できる。
【００９１】
　さらに別な実施例では、第１フィン部分１５には、サイドフィン面７０に溝付き部分６
５を設けることも可能である。この溝付き部分６５は、延在部分３５に係合するように構
成する。従って、一つの実施例では、例えば湾曲面である、車輪状部材３５の表面が溝付
き部分６５に着座するように構成することができる。
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【００９２】
　なお、溝付き部分６５については、延在部分３５の湾曲面に実質的に一致するか、整合
するように形成または構成できるが、厳密な一致や整合は必ずしも必要ない。これら実施
例では、溝付き部分６５については、延在部分３５を転動し、この延在部分３５が第１フ
ィン部分１５を第１キャビティ２０内にロックできるように構成する。また、ロック作用
が発生し、第１フィン部分１５がキャビティに押し込まれると、ロッド３０が湾曲し、上
記力を延在部分３５に加えるさいにもわずかに湾曲状態を維持するため、所定の力が溝付
き部分６５に作用し、第１フィン部分１５を第１キャビティ２０内に維持することが可能
になる。一つの具体的な実施例では、横向きの力あるいは下向きの力のいずれかを、ある
いは両者を加えて、第１フィン部分１５を装置１０内に維持できる。
【００９３】
　一つの具体的な実施例では、フィン５０を装置１０内に挿入すると、第２フィン部分９
０が最初に挿入され、第２フィン部分９０の凹部８５が（第２キャビティ７５内の）装置
１０の凸部８０に係合する。第２フィン部分９０が一旦所定位置に設定された後は、フィ
ン５０を押し下げることによって第１フィン部分１５が第１キャビティ２０内にロックさ
れるため、溝６５が、少なくとも一部が第１キャビティ２０内に延在する延在部分３５に
係合する。
【００９４】
　このように、さらに別な実施例は、図１Ａおよび図１Ｂに示すように、（図示を省略し
た）水上スポーツ用具に装着するフィンプラグ１０を提供するものである。このフィンプ
ラグ１０は水上スポーツ用具フィン５０のベース部分１８を受け取る第１開放キャビティ
２０、弾性バイアス作用ロッド３０、およびこのバイアス作用ロッド３０と連動する突出
部材（本明細書では延在部分とも呼ぶ）３５を有する。この突出部分３５については、上
記第１開放キャビティ２０内に受け取られたさいに上記フィン５０のベース部分１８に当
接するように構成する。従って、これらのバイアス作用ロッド３０と突出部材３５とが所
定の力を上記フィン５０のベース部分１８に加えるため、上記フィン５０が上記第１開放
キャビティ２０から抜け出ることがなくなる。
【００９５】
　図１Ａおよび図１Ｂに示すように、バイアス作用ロッド３０は、フィンプラグ１０内に
挿入されると、第１開放キャビティ２０に隣接する。一つの具体的な実施例では、バイア
ス作用ロッド３０がフィン５０のベース部分１８の側面１６に対して実質的に平行に延在
するため、突出部材３５がこの側面１６に当接できる。
【００９６】
　さらに、フィンプラグ１０には横キャビティ２２を設けることができ、この横キャビテ
ィ２２内にバイアス作用ロッド３０を設ける。このように構成すると、横キャビティ２２
と第１開放キャビティ２０が開口付き壁（キャビティ壁とも呼ぶ）によって分離し、突出
部材３５の一部が上記壁２５の開口（または凹部）４０を介して第１開放キャビティ２０
内に突出する。
【００９７】
　上記側面１６には傾斜面部（溝付き部分とも呼ぶ）６５を形成できる。この傾斜面部６
５が突出部材３５と連動し、第１開放キャビティ２０内に内側に働く所定力が、バイアス
作用ロッド３０の影響を受けてベース部分１８に加わる。
【００９８】
　一つの具体的な実施例では、フィンプラグ１０には前方領域１２および後方領域１４を
形成できる。例えば、この後方領域１４内に突出部材３５を設ける。
【００９９】
　フィンプラグ１０には、その前方領域１２内にさらにフィンの抜け出しを抑制する抑制
手段を形成できる。この抑制手段はフィン係合手段を備え、この係合手段は棚（レッジ－
ｌｅｄｇｅ）部分（凸部とも呼ぶ）８０を有し、フィン部（凹部とも呼ぶ）８５に乗り上
げ、ベース部分１８が第１開放キャビティ２０内に受け取られたときにフィン５０の動き
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を抑制する。
【０１００】
　本明細書に記載するように、第１フィンプラグ１０には第２開放キャビティ７５を形成
できる。従って、第１開放キャビティ２０がフィン５０のベース部分１８の第１タブを受
け取ることができ、そして第２開放キャビティ７５がフィン５０のベース部分１８の第２
タブを受け取ることができる。この具体的な実施例では、第１開放キャビティ２０を後方
領域１４内に設け、そして第２開放キャビティを前方領域１２内に設ける。そしてさらに
、上記フィンのベース部分の傾斜面部６５を第１タブに設ける。さらに、棚部分８０を上
記第２開放キャビティ内に設けるとともに、フィン部をフィン５０のベース部分の第２タ
ブに設けることができる。
【０１０１】
　図１２Ａ～図１２Ｈに示すように、棚部分は上記第２開放キャビティの一端から延在す
る棚を有し、この棚と上記第２開放キャビティのベース面とがその間に凹部を形成し、こ
の凹部にフィン部を受け取る。
【０１０２】
　本明細書に記載するように、延在部分/突出部分３５は、バイアス作用ロッド３０の周
囲に設けられる車輪状部材またはリング状部材である。一つの具体的な実施例では、この
リング状部材は上記バイアス作用ロッド３０を中心にして回転できる。さらに別な実施例
では、リング状部材は必ずしも円筒形でなくてもよく、円周外面が２つの側面間に延在す
るものでもよい。この円周外面はこれら側面間において凸形状をもつ。
【０１０３】
　さらに別な実施例では、具体的に図２Ａ、図３Ａ、図４Ａ、図４Ｆ、図５Ａ、図５Ｆに
示すように、装置１０には第２キャビティ７５を形成することも可能である。第２キャビ
ティ７５には凸部８０を形成でき、この凸部８０については第２フィン部分９０の凹部８
５に挿入でき、かつこれに係合するように構成し、この構成によって第２フィン部分９０
を第２キャビティ７５内に保持できる。
【０１０４】
　このように、例えば、凸部８０および凹部８５、そして延在部分３５および第１フィン
部分１５の一方または両方をスナップロックでき、強固に装置１０内にフィン５０を保持
できる。
【０１０５】
　特に、当業者ならば理解できるように、第２フィン部分９０は多数の異なる機械的要素
/固定手段によって第２キャビティ７５内に保持できる。第２フィン部分９０を第２キャ
ビティ７５に固定/保持する実施例について以下説明する。
【０１０６】
　図示の実施例では、第１キャビティ１５および第２キャビティ７５は装置１０内におい
て２つの異なるキャビティではあるが、場合によっては、一つの細長いキャビティ（図示
省略）の一部を構成してもよい。２つの異なるキャビティを維持することによってある種
の作用効果を実現することができる。即ち、２つのキャビティ間のブリッジ９５によって
、第１キャビティ２０および第２キャビティ７５の第１フィン部分１５および第２フィン
部分９０をより強固に保持できる。さらに、このブリッジには、水上スポーツ用具フィン
の下面に当接する上面をもつブリッジ部を形成できる。
【０１０７】
　なお、当業者ならばサーフボードなどの多くの水上スポーツ用具には一つかそれ以上の
フィンを形成できることを理解できるはずである。一つの具体的な実施例では、サーフボ
ードにはセンターフィンおよび２つのサイドフィン（サーフボードのテールが最も低い位
置にあるサーフボードの下側からみてレフトフィンおよびライトフィンと呼ぶ）を形成で
きる。従って、本明細書に記載する特徴は任意のフィンに適用可能であるが、水上スポー
ツ用具には、フィンの位置（センターフィン、ライトフィンまたはレフトフィン）の位置
に応じて多少の変更を施すことが可能である。
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【０１０８】
　変更実施例については、図２Ｃ、図４Ｃおよび図５Ｃを比較すると理解できるはずであ
る。これら変更実施例に関して、図２Ａ～図３Ｃはセンターフィン５０の例を示し、この
例では図２Ｃに示すように、フィン５０は装置１０に対して実質的に垂直である。この例
とは対照的に、図４Ｃおよび図５Ｃのフィン５０は装置１０の垂直面に対して所定の角度
で傾斜している。図４Ｃはライトフィンの一例で、図５Ｃはレフトフィンの一例である。
本明細書に記載のフィンは垂直面に対して任意の角度で挿入できるようになっているが、
一つの具体的な例では、この角度は垂直面から７～９度である。
【０１０９】
　従って、装置１０は異なる挿入角度に対処できるようになっている。図４Ｃおよび図５
Ｃに示すように、第１キャビティ１５にはキャビティ壁２５（延在部材３５が突出するキ
ャビティ壁である）に対向する傾斜対向壁２８を形成できる。
【０１１０】
　さらに別な実施例に関して説明すると、図６Ａ～図６Ｐは装置１０を例えばセンターフ
ィンに使用する装置またはフィンプラグ１０を示す図である。当業者ならば、図６Ｍに示
すように、延在部材３５がフィン５０の対応する溝付き部分６５に容易に係合できる位置
においてキャビティ壁２５を介して突出することを理解できるはずである。このように、
延在部材３５については、キャビティ壁２５の中心においてこれを貫通する必要は必ずし
もなく、この具体的な実施例のように、中心からずれていてもよい。
【０１１１】
　さらに、装置１０は図示のように、フィン５０を装置１０に固定するグラブネジやその
他の好適な固定手段の固定点９８を有する。なお、グラブネジやその他の好適な固定手段
を使用すると、異なるタイプのフィンを装置１０に固定できる。即ち、この具体的な実施
例の場合、グラブネジは第１キャビティ２０に延在し、フィン５０のベース部分を第１キ
ャビティ２０内に固定できるようになっている。同様なグラブネジを第２キャビティ７５
に使用でき、同様にこのグラブネジは第２キャビティ７５に延在し、フィン５０のタブ、
ベース部分などを第２キャビティ７５にさらに固定できる。
【０１１２】
　図７Ａ～図７Ｄは、ライトフィンに使用する装置１０の実施例である。さらに、図８Ａ
～図８Ｄは、レフトフィンに使用する装置１０の実施例である。なおこれら図で特に注意
すべき点は、（レフトフィンおよびライトフィンなどの）サイドフィンに使用する装置に
ついては、これらが相互に鏡像になるように形成する点である。さらに、図７Ｂおよび図
８Ｂに示すように、対向壁２８に角度をつけているため、それぞれフィンを所定の角度で
挿入できる。
【０１１３】
　本明細書に示す実施例では、装置１０は実質的に数字の８の形状になっているため、装
置の少なくとも一つの断面形状が実質的に数字の８の形状になっている。これら実施例で
は、第１キャビティ１５は８の字の第１端部１２内に設けるか形成し、そして第２キャビ
ティ７５は８の字の第２端部１４内に形成する。
【０１１４】
　なお当業者ならば、装置１０の８の字の形状によって装置１０が水上スポーツ用具の一
部を構成し、さらにフィン部分がこれの内部にロックできる作用効果が得られることを理
解できるはずである。８の字の形状のエッジが平滑であるため、製作が容易である作用効
果も得られる。なお、装置はこの形状に制限されるものではなく、キャビティ機能をもつ
他の形状も利用可能である。
【０１１５】
　図９Ａ～図９Ｈは、センター装置１０に使用するセンターフィン５０の実施例を示す図
である。図１０Ａ～図１０Ｄはライトフィン５０の実施例を示し、そして図１１Ａ～図１
１Ｄはレフトフィン５０の実施例を示す。特にこれら左右のフィンについては、相互の鏡
像として形成することができる。
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【０１１６】
　特にフィン５０については、第１フィン部分１５および第２フィン部分９０にそれぞれ
第１タブおよび第２タブを形成できるが、フィン５０の任意のベース部分は第１キャビテ
ィ２０および第２キャビティ７５に挿入できるように構成することができる。
【０１１７】
　第２フィン部分９０および第２キャビティ７５の固定手段のさらに別な実施例を図１２
Ａ～図２７Ｂに示す。これら実施例については、以下のように変更することができる。
【０１１８】
　図１２Ａに第２フィン部分９０を示す。この第２フィン部分９０は凸エッジ１２１０を
有し、この凸エッジは第２キャビティ７５の対応する凹部分１２１２に係合する。
【０１１９】
　図１２Ｂに凹エッジ１２１４を有する第２フィン部分９０を示す。この凹エッジが第２
キャビティ７５の対応する凹部分１２１６に係合する。
【０１２０】
　図１２Ｃに第２フィン部分９０上の異なる凹エッジ１２１８を示す。この凹エッジが第
２キャビティ７５の突出凸部分１２２０と係合する。
【０１２１】
　図１２Ｄに図１２Ａの変形例を示す。この例では、第２フィン部分９０が傾斜凸エッジ
１２２２を有し、第２キャビティの形状１２２４と対応する。
【０１２２】
　図１２Ｅに第２フィン部分９０のトップエッジ全体を示す。このエッジは破断部１２２
６を有し、第２キャビティ７５の対応する凸エッジ１２２８に係合する。
【０１２３】
　図１２Ｆにフィンタブノーズ１２３２の側部における溝１２３０または同様な切り込み
を示す。この溝は第２キャビティ７５の両側のピン１２３４に対応する。
【０１２４】
　図１２Ｇに一本のピン１２３６を示す。このピンは第２フィン部分９０に挿入され、第
２キャビティ７５内にフィン部分９０を保持する。
【０１２５】
　図１２Ｈに第２フィン部分９０の円形ボトムエッジ１２３８を示す。このエッジは突出
し、第２キャビティ７５の対応する凸部分１２４０に係合する。
【０１２６】
　図１３Ａ～図１３Ｃに第２フィン部分９０を第２キャビティ７５にどのように挿入する
かを示す。これらの場合、第２フィン部分９０はバネ荷重式アンダーカット１３１０を有
する。これらの実施例では、第２フィン部分９０が第２キャビティ７５に挿入されると（
図１３Ｂに示す）、アンダーカット１３１０が後退し、次にフィン部分９０が所定位置に
くると（図１３Ｃに示す）、第２キャビティ７５の対応する凹部１３１２にバネの作用に
よって係合する。
【０１２７】
　図１４Ａ～図１４Ｃに第２フィン部分９０の２本のピン１４１０を第２フィンキャビテ
ィ７５にどのように挿入するかを示す。この場合、２本のピンが第２キャビティ７５の凸
部分を取り囲む。これらピンはフィンタブノーズの下部をカットすることによっても形成
することができる。
【０１２８】
　図１５Ａ～図１５Ｃに、第２フィン部分９０に挿入された可撓部分１５１０即ち変形性
部材１５１０のさらに別な実施例を示す。この実施例の場合、上記の挿入の結果アンダー
カットが形成し、このアンダーカットが変形によって第２キャビティ７５の対応する形状
１５１２に係合する。
【０１２９】
　図１６Ａ～図１８Ｃにおいて、第２キャビティ７５に係合しているフロントタブ９０は
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このフロントタブを固定するためにアンダーカットの形状変化を利用するだけでなく、フ
ィンのフィンプラグへの着脱角度を設定する二次的な機能を有するものである。この二次
的な機能があるため、図１６Ａ～図１８Ｃに示すように構成した場合に、フィンがサーフ
ィン時にフィンプラグから意図せずに抜け出ることがさらに難しくなる。
【０１３０】
　図１６Ａ～図１６Ｃに、楕円形ピン１６１０の使用によって第２フィン部分９０を第２
キャビティ７５にどのように挿入するかを示す実施例を示す。楕円形ピン１６１０を備え
たフィンプラグ第２キャビティ７５の場合、図１６Ａ～図１６Ｃに例示するように、フロ
ントフィンタブ９０に対応した楕円形状の凹部が意図した解除方向に整合している時にの
みフロントフィンタブ９０が解除する。
【０１３１】
　図１７Ａ～図１７Ｄに、タブ９０のピン１７１０およびトラック１７１２機構を使用し
て第２キャビティ７５に第２フィン部分９０をどのように挿入するかを示す実施例を示す
。このトラック１７１２は第２キャビティ７５の側壁に装着できる。
【０１３２】
　図１８Ａ～図１８Ｃに、第２フィン部分９０の凹部１８１０と第２キャビティ７５の凸
部１８１２との別な係合例を示す。
【０１３３】
　図１９は、第２キャビティ７５の側壁の両側から突出する２本の浅い静止ピン１９１０
を使用する例を示す。これら２本のピン１９１０は、図１９に示すように、第２フィン部
分９０のそれぞれの浅い溝１９２０に係合する。
【０１３４】
　図２０に、リアフィンタブ１５がバレル３５と係合しない形状またはカットアウトを有
する実施例を示す。この実施例では、フロントタブカットアウト２０１０も突出部２０１
２の係合しない構成になっている。図２０のフィンは、フィンプラグの固定点９８におい
てグラブネジなどの固定手段を使用することによってフィンプラグに固定することができ
る。
【０１３５】
　図２１、図２３および図２４に、第２フィン部分９０の各種形状のカットアウト２１１
０の実施例を示す。このカットアウトが第２キャビティ７５の対応する形状の突出部２１
１２に係合する。
【０１３６】
　図２２に、第２フィン部分９０の基線の延在部２２１０を示す。この延在部が第２キャ
ビティ７５の対応するカットアウト２２１２に挿入されることになる。
【０１３７】
　図２５Ａ～図２５Ｃは、フィンタブ１５、９０をそれぞれのキャビティ２０、７５内に
下げてから、フィンを前方に押し出してリアフィンタブ１５をバレル３５に係合できるよ
うにしたリアフィンタブ１５の構成を示す図である。図２５Ａ～図２５Ｃのリアタブの構
成については、この別な実施態様におけるバレル３５との係合を容易にできるように変更
することが可能である（図示は省略）。
【０１３８】
　図２６Ａおよび図２６Ｂは、フィンにリアフィンタブがない場合のフィンのフィンプラ
グへの固定例を示す図である。この場合、フロントフィンタブ９０は図示のように凸部２
５１２および対応する凹部２５１０により第２キャビティ７５に係合することが可能であ
り、あるいはこの係合については本明細書に記載した係合方法によっても可能である。さ
らに、図２６Ａおよび図２６Ｂのフィンの場合、フィンプラグの固定点９８においてグラ
ブネジなどの固定手段を使用することによって、フィンプラグ内に固定することも可能で
ある。
【０１３９】
　図２７Ａおよび図２７Ｂは、リアフィンタブ１５がバレル３５に係合しない形状をもつ
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、換言すればカットアウトをもつ図２０のさらに別な例を示す図である。フロントフィン
タブ９０は、第２キャビティ７５の対応する突出部２５１２と係合する第２フィン部分９
０において異なる形状のカットアウト２５１０を介して第２キャビティ７５に係合するこ
とができる。さらに、図２７Ａおよび図２７Ｂのフィンは、フィンプラグの固定点９８に
おいてグラブネジなどの固定手段を使用することによってフィンプラグ内に固定すること
ができる。
【０１４０】
　なお、本明細書で説明する係合手段の場合、例えば第２タブ部分を第２キャビティ内に
保持するために使用する係合手段の場合、任意の形状で構成でき、また磁石などの任意の
装着手段、あるいは（第１キャビティのロッド部材または車輪状部材などの）第２のバイ
アス作用手段を利用することも可能である。
【０１４１】
　さらに別な実施例では、本発明の装置/フィンプラグはアダプター式のフィンを受け取
るように構成できる。例えば、アダプター式フィンのフィン部分またはベース部分は別体
の要素として構成し、この要素をフィンにアダプターとして挿入すると、本明細書におい
て説明するように装置/フィンプラグに挿入することが可能になる。このようなアダプタ
ーの例を図２８Ａ～図２８Ｃに示す。図２８Ａ１および図２８Ａ２において、第１アダプ
ター２８１０はタブのないフィンの底部にねじ込むことができる。あるいは図２８Ｂ１お
よび図２８Ｂ２に示すように、第１アダプターピース２８１０をタブが２枚のフィンのタ
ブの側部にねじ込むことができる。従って、いずれの例でも、本発明の新規なタブ構成の
形状を利用することができる。さらに別な実施例では、図２８Ｃ１および図２８Ｃ２に示
すように、既存のタブが２枚のフィンのタブの側部に２つの孔を穿孔できる。この場合、
２本のピン（またはプラグ）２８１２、２８１４を所定箇所にねじ込むか、プレス嵌めす
ると、第２および第３のアダプターピースが形成する。この結果、２本のピンがタブの側
部から突出することになる（フロントピン２８１４がボックスのフロントスロットのフロ
ントアンダーカット部の下に位置し、そしてリアピン２８１２がバレルと相互作用して、
下向きかつ横向きの力を作用させる）。
【０１４２】
　本発明の第１態様のフィンプラグの場合、主に（例えばサーフボードフィンなどの）水
上スポーツ用具フィンを（工具を使用せずに）簡単かつ容易にフィンプラグに装着でき、
かつこれを取り外すことができるようにするものであるが、本発明はこのような使用方法
に制限されない。例えば、他の水上スポーツ用具アタッチメント装置についても、上記フ
ィンの装着方法および取り外し方法と実質的に同様に、対応するフィンプラグに装着でき
、また取り外すことが可能である。
【０１４３】
　このような他の水上スポーツ用具アタッチメント装置の一例は、図２９Ａ～図２９Ｈに
示すフック装置１００である。容易に理解できるように、このフック装置はサーフボード
（または他の水上スポーツ用具）に接続でき、このサーフボード（または他の水上スポー
ツ用具）を水平支持ロッド（または同様な構造体）から吊り下げることができる。
【０１４４】
　このフック装置１００は第１端部１０１および第２端部１０２を有する。この第１端部
１０１の近くにフック要素１０３を設けるとともに、第２端部１０２の近くに接続部分１
０５を設ける。フック要素１０４と接続部分１０５との間に中間部分１０６を設ける。
【０１４５】
　フック要素１０３は複数の孔１０４を有する。これらの孔を形成すると、装置が軽くな
るだけでなく、装置製作時の材料使用量が少なくなり（コストを節約できる）作用効果を
得ることができる。
【０１４６】
　接続部分１０５は第１タブ１１５および第２タブ１９０を有する。第１タブ１１５およ
び第２タブ１９０は、フィンプラグ１０の（それぞれ）第１キャビティ２０および第２キ
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ャビティ７５に挿入できるようになっている。
【０１４７】
　第１タブは溝付き部分１６５を有する。この溝付き部分１６５は第１タブ１１５の側面
１７０に設ける。例えば、この溝吹き部分１６５はフィンプラグ１０の延在部分３５に係
合する形状に構成する。従って、一つの実施例では、例えば湾曲面である車輪状部材３５
の表面が溝付き部分１６５に着座する。
【０１４８】
　なお、上記の溝付き部分１６５は（フィンプラグ１の）延在部分３５の湾曲面に実質的
に一致または係合する形状に構成しているが、このような一致または係合は必ずしも必要
ない。この実施例では、溝付き部分１６５については、これが（フィンプラグ１の）延在
部分３５上に転動し、この延在部分３５が第１タブ１１５を第１キャビティ２０内にロッ
クするように構成する。また、ロック作用が生じ、第１タブ１１５がキャビティ内に押し
込まれると、ロッド３０が湾曲し、そして力が延在部分３５に作用した時にロッド３０が
わずかに湾曲した状態を維持し、このため所定の力が溝付き部分１６５に加わり、第１タ
ブ１１５を第１キャビティ２０内に維持する。一つの具体的な実施例では、横向きの力か
、あるいは下向きの力のいずれか一方か、あるいは両方が加わって第１タブ１１５をフィ
ンプラグ１０内に維持する。
【０１４９】
　第２タブ１９０には凹部１８５を形成する。この凹部１８５が、（第２キャビティ７５
内の）装置１０の突出部８０に係合する。
【０１５０】
　一つの具体的な実施例では、フック装置１００をフィンプラグ１０に挿入する場合、ま
ず第２タブ１９０を挿入して第２タブ１９０の凹部１８５を（第２キャビティ７５内の）
フィンプラグ１０の凸部８０に係合する。第２タブ１９０が一旦所定位置に位置した後は
、フック装置１００を押し下げることによって第１タブ１１５を第１キャビティ２０にロ
ックする。このようにして溝１６５が、少なくとも一部が第１キャビティ２０内に存在す
る（フィンプラグ１の）延在部分３５に係合する。
【０１５１】
　図示から理解できるように、フック要素１０３の面は接続部分１０５の面に対して直角
（垂直）になっている。このように構成すると、サーフボードをフック装置１００に（接
続部分１０５を介して）接続した時に、サーブボードの実質的な面がフック要素１０３の
面に対して実質的に平行になり、複数のサーフボードを支持ロッドからサンドイッチ構成
で吊り下げることができる効果が得られる（スペース効率が向上する）。
【０１５２】
　本発明の第５態様は、図３０Ａ～図３５Ｃに示す充填材である。この充填材は２種類あ
る。即ち、間隙充填材と、プラグ完全充填材である。図３０Ａ～図３２Ｅに示す間隙充填
材は、フィンプラグ１０のフィンと第１キャビティ２０および/または第２キャビティ７
５との間に残る場合がある間隙または空隙を充填するために使用できる。このような間隙
は、元々は本明細書に記載するようなフィンプラグ１０に使用することを意図していない
フィンを使用した場合に発生する。例えば図２８Ａ～図２８Ｃに示すフィンは、アダプタ
ーやフィンプラグ１０と共に使用される他のフィンと共に使用される。フィンプラグ１０
の間隙または空隙を充填することによって、間隙充填材はフィンおよびフィンプラグの流
体力学的性能を向上するもので、例えば流体力学的抵抗が減少する。間隙充填材はフィン
プラグ１０から砂などの異物を排除するためにも使用できるだけでなく、フィンプラグ、
フィンおよびサーフボード/水上スポーツ用具全体の美観を改善するものでもある。
【０１５３】
　図３０Ａ～図３０Ｅは、センターフィンの間隙充填材３０１０の後部、側部、前部、上
部および底部のそれぞれ正面図である。図３０Ｆ～図３０Ｉは、外面３０１２、側面３０
１４、前面３０１６、後面３０１８および底面３０２０を示したセンターフィンの間隙充
填材３０１０に対応する斜視図である。正面３０１６が、図３２Ａ～図３２Ｅを参照して
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以下詳しく説明するように、フィンプラグ１０の第２キャビティ７５のフィン係合手段８
０即ち棚部分８０に係合する。
【０１５４】
　図３１Ａ～図３１Ｅは、サイドフィンの間隙充填材３１１０のそれぞれ後面、側面、前
面、上面および底面を示す正面図である。図３１Ｆ～図３１Ｉは、外面３１１２、側面３
１１４、前面３１１６、後面３１１８および底面３１２０を示したサイドフィンの間隙充
填材３１１０に対応する斜視図である。前面３１１６は上記のようにセンターフィンの間
隙充填材３０１０に対応するものである。後面３１１８は別なサイドフィンプラグの前面
３１１６を複製するために存在する。即ち、“前面”３１１６は、“後面”３１１８が右
手フィンプラグに対して果たす同じ機能を左手フィンプラグに与えるものである。このた
め、サイドフィンの充填材３１１０を単に裏返すだけで、即ち回転するだけで一つの成形
部品３１１０をライドサイドフィンプラグまたはレフトサイドフィンプラグに使用するこ
とが可能になる。
【０１５５】
　図３２Ａ～図３２Ｅは、センターフィンの間隙充填材３０１０をフィンプラグ１０にど
のように装着するのかを示す図である。なお、別なフィン３２１０はもともとフィンプラ
グ１０を対象にして設計されたものではない。充填材３０１０の場合、図３２Ｂに示すよ
うに第２キャビティ７５に挿入すると、充填材の前面３０１６がフィン係合手段８０に係
合する。次に、充填材３０１０の外面３０１２がフィンプラグ１０の上面即ち外面３２２
０とほぼ同じ高さになるまで、充填材３０１０を第２キャビティ７５にプレス嵌めする。
図３２Ｃに、第２キャビティ７５の前方領域１２に充填された充填材を示す。充填材３０
１０のプレス嵌めについては、シリコーンゴムなどの材質を充填材として選択するとこれ
が容易になる。即ち、プレス嵌め時にゴムが変形し、次に第２キャビティ７５内で再度形
を整え、充填材３０１０を第２キャビティ７５内に固定する。シリコーンゴムを選択する
と、海洋環境において耐腐食性を示すので有利である。充填材として好適な他の材質とし
ては熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）、ポリプロピレ
ン（ＰＰ）も使用することができ、また当業者ならばこの他にも好適な材質を選択できる
はずである。図３２Ｄおよび図３２Ｅに示すように、別なフィン３２１０のフロントタブ
９０およびリアタブ１５はそれぞれ第２キャビティ７５および第１キャビティ２０に挿入
される。フィン３２１０のフロントタブ９０も充填材３０１０のプレス嵌め、変形および
再度の整形によって充填材３０１０の後面３０１８に係合できる。なお、充填材の後面３
０１８はフロントタブ９０による固定が容易になるように形状などを構成できる。フィン
３２１０も上記のようにフィンプラグ１０に固定できる。
【０１５６】
　サイドフィンの間隙充填材３１１０の他のサイドフィンへの充填についても、センター
フィンの間隙充填材３０１０について説明した同様な方法で実施できる。
【０１５７】
　図３３～図３５に、図３５Ｃに示すように、フィンが存在しない場合にフィンプラグ１
０の第１キャビティ２０および第２キャビティ７５に完全充填するプラグ完全充填材を示
す。完全プラグ充填材は間隙充填材の場合に記載したように、流体力学的性能を改善し、
異物を排除し、そして外観を改善するために使用できる。プラグ完全充填材は、例えば一
つのトライクアッドフィンサーフボード（tri-quad fin surfboard）においてトライフィ
ンセットアップ、クアッドフィンセットアップなどのマルチフィンセットアップを変更で
きるサーフボードに特に有用である。トライクアッドフィンサーフボードはフィンプラグ
が５本である。バックアップの一つか二つのフィンプラグは、クアッドフィンセットアッ
プを使用するか、あるいはトライフィンセットアップを使用するかに応じて、プラグ完全
充填材で充填できる。なお、多くのマルチフィンセットアップサーフボードの場合、いく
つかのフィンセットアップを対象としてバックアップのフィンプラグキャビティをもつこ
とができる。
【０１５８】
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　図３３Ａ～図３３Ｅはフィンプラグ１０の第１キャビティ２０を対象としたセンターフ
ィンのプラグ完全充填材３３１０の後面、側面、前面、底面および上面をそれぞれ示す正
面図である。図３３Ｆ～図３３Ｉは外面３３１２、側面３３１４、前面３３１６、後面３
３１８および底面３３２０を示す、センターフィンのプラグ完全充填材３３１０のそれぞ
れ対応する斜視図である。プラグ完全充填材３３１０の側面３３１４には小さな円形の突
起部即ち突出部３３２２を形成しているため、充填材３３１０をフィンプラグのキャビテ
ィ２０に固定することが容易になる。また、充填材３３１０には垂直部材３３２４を形成
しているため、第１キャビティ２０から充填材３３１０を取り外すことが容易になるだけ
でなく、図３５Ａ～図３５Ｃを参照して以下に説明するように、充填材３３１０を同じ高
さに設けることが容易になる。
【０１５９】
　図３４Ａ～図３４Ｅはフィンプラグ１０の第２キャビティ７５を対象としたセンターフ
ィンのプラグ完全充填材３４１０の後面、側面、前面、底面および上面をそれぞれ示す正
面図である。図３４Ｆ～図３４Ｉは外面３４１２、側面３４１４、前面３４１６、後面３
４１８および底面３４２０を示す、センターフィンのプラグ完全充填材３４１０のそれぞ
れ対応する斜視図である。プラグ完全充填材３４１０の側面３４１４には小さな円形の突
起部即ち突出部３３２２を形成しているため、充填材３４１０をフィンプラグ１０の第２
キャビティ７５に固定することが容易になる。また、充填材３４１０には２つの垂直部材
３４２４、３４２６を形成しているため、第１キャビティ２０から充填材３３１０を取り
外すことが容易になるだけでなく、図３５Ａ～図３５Ｃを参照して以下に説明するように
、充填材３３１０を同じ高さに設けることが容易になる。図示するように、２つの垂直部
材３４２４、３４２６はそれぞれ底端部で接合する。これら２つの垂直部材の接合部が突
起部３３２２の位置になる。あるいは、突起部３３２２は垂直部材３４２４、３４２６の
いずれかに設けてもよい。
【０１６０】
　なお、プラグ完全充填材もサイドフィンプラグを対象として設計かつ製作することが可
能である。
【０１６１】
　図３５Ａ～図３５Ｃに、２つのプラグ完全充填材３３１０、３４１０をどのようにフィ
ンプラグ１０に装着するのかを示す。プラグ完全充填材３３１０、３４１０両者の外面３
３１２、３４１２がフィンプラグ１０の上面即ち外面３２２０とほぼ同じ高さになるまで
、これらプラグ完全充填材３３１０、３４１０をそれぞれのキャビティ２０、７５にプレ
ス嵌めする。上記したように、充填材がプレス嵌め時に変形し、次にキャビティ２０、７
５内で再度形を整え、充填材３３１０、３４１０が固定するように充填材の材質を選択す
ると、充填材のプレス嵌めが容易になる。プラグ完全充填材の材質選択については、間隙
充填材の場合と同様に行えばよい。さらに突起部３３２２を形成すると、キャビティ２０
、７５内への固定がさらに容易になる。プラグ完全充填材３３１０、３４１０に対して垂
直部材３３２４、３４２４、３４２６を使用すると、プラグ完全充填材の外面３４１２を
押し下げ、プラグ完全充填材の少なくとも一部をフィンプラグ１０の外面３２２０よりも
高くすることによってプラグ完全充填材をフィンプラグ１０から取り外すことが可能にな
る。プラグ完全充填材は手で簡単に取り外すことができる。
【０１６２】
　キャビティをより完全に充填し、かつより確実に充填するために、プラグ完全充填材の
場合より大きく製作することができるが、この実施態様の場合、取り外すさいには工具お
よび/または爪を利用することになる。
【０１６３】
　なお、多くの異なる材質を装置１０に使用することが可能であるが、ＡＢＳ（アクリロ
ニトリルブタジエンスチレン、あるいは任意の他のプラスチック）またはザイテル（Ｚｙ
ｔｅｌ、登録商標）から製作するのがよい。サイドキャップ５７、キャップ６０およびエ
ンドプラグ５５も同じ材質から形成できる。ロッド３０は、例えばグレードの高いステン
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また錆びないため、水上スポーツ用具に使用しても強靭な特性を示す。同じ強靭な材質は
延在部分３５にも使用することができる。なお、装置１０は射出成形によって形成できる
。
【０１６４】
　なお、フック装置１００は多数の異なる材質から形成できる。例えば、比較的コストが
低く、またサーフボード（または他の水上スポーツ用具）を支持ロッドから吊り下げるこ
とが可能な十分な強度をもつ適正なプラスチック材質から形成できる。
【０１６５】
　本明細書では、垂直、上下、左右などの方向を示す用語、あるいは回転を示す用語は、
特に断らない限り、絶対的な方向または回転を示すものではなく、対応する図面における
方向または回転であることを理解されたい。
【０１６６】
　また、“有する、あるいはなる”（comprising, including, comprise, comprised, co
mprises）は“開いた（open）”意味において理解するべきもので、“のみからなる”と
いう“閉じた（closed）”意味で解釈すべきものではない。
【０１６７】
　また、以上説明し、請求項に記載した発明は、以上記載し、かつ明細書から明白な個々
の特徴のうち２つかそれ以上の特徴からなる実施態様に拡張できるもので、これら異なる
実施態様すべては本発明のそれぞれの態様を構成するものである。
【０１６８】
　以上、本発明の具体的な実施態様を記載してきたが、当業者にとっては、発明の本質的
な特徴から逸脱することなく、本発明を他の具体的な形態でも実施可能であることは説明
するまでもないことである。従って、記載してきた実施態様および実施例はいずれも例示
を目的とするもので、制限を意図していない。すべての変更例は当業者には自明なもので
、いずれも本発明に包含されるものである。
【符号の説明】
【０１６９】
１０：装置、フィンプラグ
１５：第１フィン部分
２０：第１（開放）キャビティ
２５：キャビティ壁
３０：弾性部材、ロッド
３５：延在部分、突出部材
４０：凹部
５０：フィン
７５：第２（開放）キャビティ
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